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中期目標
　運営費交付金等を充当して行う業務については、「３.業務運営の効率化に関する事項」で定めた
事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。

中期計画

　期間中総額14,289百万円（一般勘定11,641百万円、治水勘定1,797百万円、道路整備勘定851百万円）
を支出する。
　但し、上記の額は、総人件費改革における削減対象としている人件費の範囲（法人の常勤役員及
び常勤職員に対し、各年度中に支給する報酬、賞与、その他の手当の合計額のうち、退職手当、福
利厚生費、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いた額）の費用である。

ルール方式を採用

　運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入

　（１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額
　　（イ）基準給与総額
　　　　　　18年度・・・所要額を積み上げ積算
　　　　　　19年度以降・・・前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額
　　（ロ）新陳代謝所要額
 　　　　　　新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額

予算、収支計画及び資金計画
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　　　　　　－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年
　　　　　　度分
　　（ハ）退職手当所要額
　　　　　　当年度に退職が想定される人員ごとに積算
　（２）前年度給与改定分等（19年度以降適用）
　　　　　　昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額
　　　　　　なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。運
　　　　　　営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。

　　　　　　前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率
　　　　　　化係数（α）×消費者物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因

　　　　　　前年度研究経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化係
　　　　　　数（β）×消費者物価指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因

　　　　過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上

　一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定
　業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定
　消 費 者 物 価 指 数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定
　政 策 係 数（δ）：法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の
　　　　　　　　　　　　　　　 必要性、独立行政法人評価委員会による評価等を総合的に勘案
　　　　　　　　　　　　　　　 し、毎年度の予算編成過程において決定
　所要額計上経費：公租公課等の所要額計上を必要とする経費
　特 殊 要 因：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の
　　　　　　　　   年度に一時的に発生する資金需要に応じ計上

一般管理費の効率化係数（α）：平成18年度は対前年度0.97。
　　　　　　　　　　　　　　  平成19年度以降は対前年度0.97として推計。
業務経費の効率化係数（β）：（一般勘定）平成18年度は対前年度0.98。
　　　　　　　　　　　　　　  平成19年度以降は対前年度0.98として推計。
　　　　　　　　　　　　　　  （治水勘定及び道路整備勘定）平成18年度は対前年度0.99。
　　　　　　　　　　　　　　  平成19年度以降は対前年度0.99として推計。
消 費 者 物 価 指 数（γ）：平成18年度は対前年度0.999。
　　　　　　　　　　　　　　  平成19年度以降は対前年度1.00として推計。
政策係数（δ）：平成18年度は対前年度一般勘定1.031、治水勘定0.901、道路整備勘定0.901。
　　　　          平成19年度以降は対前年度1.00として推計。
人件費（２）前年度給与改定分等：中期計画期間中は0として推計。
特殊要因：中期計画期間中は0として推計。
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年度計画

（１）予　　算（別表－１のとおり）
（２）収支計画（別表－２のとおり）
（３）資金計画（別表－３のとおり）
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■年度計画における目標設定の考え方
　予算、収支計画、資金計画について別表－１～３のとおり計画し、これを適正に実施することとした。

■平成18年度における取り組み
　受託収入及び施設利用料等収入等の増加およびこれに関連した支出の増加はあるが、予算をもとに計
画的に執行した。

　（１）予　　算（別表－１のとおり）
　（２）収支計画（別表－２のとおり）
　（３）資金計画（別表－３のとおり）
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　主に前年度からの繰越（アスベスト対策のための研究施設等改修）による増及び翌年度への繰越（実
験棟耐震構造改修）による減。

　受託研究等の依頼が予定を上回ったことによる増。

　主に財産賃貸収入が予定を上回ったことによる増。

　科研費補助金間接費収入があったことによる増。

　寄附があったことによる増。

　原稿料収入及び利息等があったことによる増。

　主に翌年度への繰越による減。

　主に退職者が予定を上回ったことによる増。

　主に自己収入に係る一般管理費の増加による増。

　平成18年度の契約状況は
　・競争入札（519件、総額3,402,717千円、１件あたり平均落札率86.4％）
　・企画競争・公募（28件、総額212,172千円、１件あたり平均落札率97.9％）
　・随意契約（53件、総額480,614千円、１件あたり平均落札率97.4％）
であり、随意契約件数の占める割合は全体の９％となっている。これは、前年度に比べ16％減少してお
り、国における取組（「公共調達の適正化について」（平成18年８月25日））等を踏まえ、適正な契約の
実施に努めたことによるものである。
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　主に資産を取得したことにより費用が発生しなかったことによる減。

　受託研究等の依頼が予定を上回ったことによる増。

　運営費交付金で取得した資産の減価償却費等による増。

　施設整備費補助金で整備した施設における既存施設の撤去費用が発生したことによる増。

　主に財産賃貸収入が予定を上回ったことによる増。
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　主に科研費補助金間接費収入があったことによる増。

　寄附があったことによる増。

　主に備品の寄附を受けたことによる物品受贈益があったことによる増。

　主に施設利用料等収入の増加により得た利益。
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　主に第１期中期計画終了時における積立金を国庫納付したことによる増。

　主に定期預金への預け入れによる増。

　ファイナンスリースにおける債務の返済による増。

　主に財産賃貸収入が予定を上回ったことによる増。

　受託研究等の依頼が予定を上回ったことによる増。

　寄附があったことによる増。

　主に科研費補助金の収入があったことによる増。



３．予算、収支計画及び資金計画

216

　主に前年度からの繰越による増及び翌年度への繰越による減。

　定期預金からの払い出しによる増。

中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

　18年度は適切な契約および計画的な管理の下で、効率的な予算執行が図られた。
　次年度以降も、受託収入及び施設利用料等の変動及びそれに関連した支出の変動はあるが、予算
をもとに計画的に執行することとしており、中期目標は達成可能と考えている。



４．短期借入金の限度額

217

中期目標

　運営費交付金等を充当して行う業務については、「３.業務運営の効率化に関する事項」で定めた
事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。

中期計画

　予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、単年度
1,100百万円とする。

年度計画

　予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、単年度
1,100百万円とする。

■年度計画における目標設定の考え方
　資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、中期計画に定めた額と同様に1,100百万円とし、
予見し難い事故等に限ることとした。

■平成18年度における取り組み
　18年度は、国における暫定予算編成等、法人にとっての予見し難い事故等の発生がなかったため、短
期借入金を行わなかった。

中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

　次年度以降も、予見し難い事故等の事由により資金不足が生じた場合に対処するための短期借入
金の限度額を、中期計画に掲げる額と同額を設定する見込みである。

短期借入金の限度額
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中期目標

　運営費交付金等を充当して行う業務については、「３.業務運営の効率化に関する事項」で定めた
事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。

中期計画

　中期目標期間に所定の目的を達成し、完了する研究に係る重要な財産については、必要に応じ適
正な処分等を図るものとする。

年度計画

　なし。

■年度計画における目標設定の考え方
　18年度における、重要な財産の処分等の予定はない。

■平成18年度における取り組み
　18年度における、重要な財産の処分等の実績はない。

中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

　次年度以降も、所定の目的を達成し、完了する研究に係る重要な財産については、必要に応じ適
正な処分等を図るものとする。

重要な財産の処分等に関する計画
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（１）施設及び設備に関する計画

中期目標

　施設・設備については、３.（４）により効果的な利用を図るほか、業務の確実な遂行のため計
画的な整備・更新を行うとともに、所要の機能を長期にわたり発揮し得るよう、適切な維持管理に
努めること。
　
中期計画

　中期目標期間中に実施する主な施設整備・更新及び改修は別表－14のとおりとする。

年度計画
　本年度に実施する主な施設整備・更新及び改修は別表－16のとおりとする。

その他主務省令で定める業務運営に関する事項
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■年度計画における目標設定の考え方
　研究業務等の確実な遂行のため、施設・設備の計画的な整備・更新を行う。

■平成18年度における取り組み

　18年度は、表－６. １. １. １に示すとおり実験施設・管理棟の改修等を実施した。写真－６. １. １. １
～写真－６. １. １. ３にその主なものを示す。
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中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

　18年度は適切な予算管理の下で、施設の計画的な整備を行うことができた。
　次年度以降も同様に計画的な施設整備を行うことにより、中期目標は達成可能と考えている。
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（２）人事に関する計画

　 中期目標

　非公務員化を踏まえ、高度な研究業務の推進のため、必要な人材の確保を図るとともに、人員の
適正配置により業務運営の効率化を図ること。
　また、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献するという使命を果たすため、
行政との人事交流を的確に行うこと。
　なお、人件費（退職手当等を除く。）については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣
議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年度予算を基準として、本中期目標期間の最終年度まで
に国家公務員に準じた人件費削減の取組みを行うこと。また、国家公務員の給与構造改革を踏まえ
た役職員の給与体系の見直しを進めること。

中期計画

　非公務員化を踏まえ、人材の確保については、国家公務員試験合格者からの採用に準じた新規卒
業者等からの採用、公募による博士号取得者等を対象とした選考採用や関係省、大学、民間を含む
研究等を実施する機関との人事交流、任期付き研究員の採用を図ることとするが、非常勤の専門研
究員の採用、定型的業務の外部委託化の推進などにより人員管理の効率化に努める。
　加えて、国土交通行政及び事業と密接に連携した良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発
の推進に資する研究開発を行うため、国土交通省等との人事交流を計画的に行う。
　なお、人件費（退職手当等を除く。）については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣
議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年度予算を基準として、本中期目標期間の最終年度まで
に５％以上の削減を行う。
　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進める。

年度計画

　職員の採用については、国家公務員試験合格者からの採用に準じた新規卒業者等からの採用に加
え、非公務員化を踏まえて大学、民間を含む研究等を実施する機関との人事交流や公募等による任
期付き研究員の採用を図る。ただし、非常勤の専門研究員の採用、定型的業務の外部委託化の推進
などにより人員管理の効率化に努める。また、国土交通省等との人事交流については計画的に行う。
　なお、人件費（退職手当等を除く。）については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣
議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年度予算を基準として、１％相当を削減する。
　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進める。

■年度計画における目標設定の考え方
　中期目標・中期計画に基づき、高度な研究業務の推進のため必要な人材の確保等を図るとともに、良
質な社会資本整備及び北海道開発の推進に貢献するという使命を果たすため国土交通省等との計画的な
人事交流を行うこととした。
　なお、人件費については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえた削減を実
施するとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進めることとした。
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■平成18年度における取り組み

　18年度においては、表－６.２.１.１に示すとおり、７名の専門技術者等を任期付研究員として採用し、
研究担当チームに配属した。これらの者を含め、18年度末現在任期付研究員の数は13名となる。
　なお、透明性確保・より能力の高い研究者確保の観点から18年度より原則公募による採用を行うこと
とした。

　当研究所における研究開発の推進、研究部門における研究スタッフの充実のため、大学との人事交流
を行っており、18年度末現在大学からの人事交流は２名である。

　研究所の重点分野、今後の研究ニーズ等を勘案し、研究所が必要とする優秀な人材を計画的に採用す
るため、16年度から研究所自ら国家公務員Ⅰ種試験合格者の面接を行っており、18年度においては、研
究職員３名を採用した。
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　研究所の職員の資質を向上するため、研修計画を策定し、研究所自ら英会話研修、研究資質向上研修、
管理者研修及び若手研究発表会等を実施し、積極的に受講させるとともに、行政ニーズに的確に対応し
た研究活動実現のため、国土交通省等が実施する外部の研修についても職員を参加させた。
　また、資質向上の一環として、学位の取得を重視している。職員の自発的な取組のほか、系統的・継
続的な研究課題の設定、査読付き論文の積極的な投稿に向けた指導等により、研究所としても学位取得
を支援している。
　なお、若手研究員の研究意欲と資質向上のため、14年度に「大学院（社会人）博士後期課程進学助成
規程」を制定し、一部若手研究員の学位取得の助成を実施している（18年度は２名が学位を取得、１名
が就学中）。

　特定分野における調査研究業務を効率的かつ効果的に推進するため、18年度に新たに専門研究員13名
を雇用した（２.（３）②参照）。
　なお、研究の質的な向上を図るには、より高度な専門性を有する人材を確保することが不可欠である
ことから、フレックスタイム制の導入、借上宿舎制度の新設、日額単価の改定・新たな設定、国際公募
での面接に海外から渡航する際の費用を土木研究所が補助する制度を設ける等、専門研究員の待遇等の
改善を行った。



６．（２）人事に関する計画

225

　前中期目標期間の最終年度（17年度）の予算を基準として１％相当を削減するとともに、国家公務員
の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを行った。

中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

　18年度は任期付研究員を新たに７名採用し、年度末で13名在籍している。また、大学との人事交
流による職員は18年度末で２名在籍しているなど、高度な研究業務の推進のため必要な人材の確保
を行った。これらの者を各研究部門に適正に配置することにより業務運営の効率化を実施した。ま
た、国土交通省等との人事交流についても計画的に実施した。
　人件費についても、人員管理の効率化等に努め、中期計画に定めた18年度の削減目標を達成した。
　次年度以降においても引き続き取り組みを実施することで、中期目標を達成できると考えている。
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